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プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム

は
、
そ
の
卓
越
し
た
業
績
に
よ
っ
て
大
選
帝
侯
ｅ
閏
四
○
の
い
の

【
目
昏
目
）
と
呼
ば
れ
た
が
、
政
策
の
一
環
と
し
て
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ

ル
ク
医
事
勅
令
（
号
の
尻
目
Ⅱ
画
国
ａ
ｇ
ｇ
侭
尉
、
言
冨
＆
旨
冒
巴
の
＆
‐

罫
）
を
公
布
し
て
領
地
の
医
事
の
向
上
に
つ
と
め
た
。
公
国
首
府
ベ

ル
リ
ン
の
状
況
を
中
心
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
概
観
す
る
。

大
選
帝
侯
は
、
一
六
四
○
年
、
三
十
年
戦
争
の
最
中
に
選
帝
侯

位
に
つ
い
た
。
一
六
四
八
年
、
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
の
締

結
に
よ
っ
て
三
十
年
戦
争
は
終
結
し
た
が
、
戦
争
に
よ
っ
て
領
地

は
荒
廃
し
人
口
は
減
少
し
て
お
り
、
そ
の
復
興
が
重
要
な
課
題
で

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
大
選
帝
侯
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
移
住
を
歓
迎
す

る
な
ど
の
施
策
を
実
施
し
た
。

一
六
八
五
年
、
ル
イ
十
四
世
は
ナ
ン
ト
勅
令
を
廃
止
し
、
ユ
グ

27

大
選
帝
侯
時
代
の
ベ
ル
リ
ン
医
事
、
と
く
に

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
医
事
勅
令
に
つ
い
て

泉
彪
之
助

ノ
ー
（
改
革
派
教
会
信
徒
）
は
フ
ラ
ン
ス
に
居
場
所
を
失
っ
た
が
、

大
選
帝
侯
は
ポ
ツ
ダ
ム
勅
令
を
発
し
て
宗
教
的
寛
容
を
実
現
し
、

ユ
グ
ノ
ー
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
文
化
興
隆
の

重
要
な
一
因
と
な
っ
た
。

当
時
の
ベ
ル
リ
ン
の
人
口
は
約
一
万
二
千
人
で
あ
っ
た
が
、
ベ

ル
リ
ン
に
移
住
し
て
き
た
ユ
グ
ノ
ー
は
六
千
人
に
の
ぼ
り
、
ベ
ル

リ
ン
の
人
口
の
三
分
の
一
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
占
め
ら
れ
た
。
移
住

し
て
来
た
ユ
グ
ノ
ー
の
中
に
は
医
師
・
薬
剤
師
・
助
産
婦
な
ど
が

含
ま
れ
、
ユ
グ
ノ
ー
の
居
住
地
区
内
で
医
療
業
務
に
従
事
し
た
だ

け
で
な
く
、
後
に
は
ホ
ー
エ
ン
ッ
ォ
レ
ル
ン
家
宮
廷
の
侍
医
に
も

ユ
グ
ノ
ー
の
医
師
が
採
用
さ
れ
る
な
ど
、
ベ
ル
リ
ン
の
医
事
の
向

上
に
貢
献
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
に
は
フ
ラ
ン
ス
病
院
も
建
て
ら
れ
た
。

生
理
学
者
デ
ュ
ボ
ア
・
レ
イ
モ
ン
は
、
移
住
し
て
き
た
ユ
グ
ノ
ー

の
子
孫
で
あ
る
。

ポ
ツ
ダ
ム
勅
令
と
同
じ
年
に
発
布
さ
れ
た
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク

医
事
勅
令
は
、
先
進
国
イ
タ
リ
ア
に
な
ら
っ
て
制
定
さ
れ
た
医
事

整
備
法
令
で
あ
る
。
文
献
富
①
巳
圃
旨
冒
屏
昌
口
管
》
に
よ
れ
ば
、
そ

の
内
容
は
、
総
則
、
医
師
に
対
す
る
規
則
、
薬
剤
師
に
対
す
る
規

則
、
床
屋
医
者
に
対
す
る
規
則
、
浴
場
医
者
に
対
す
る
規
則
、
助
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大
選
帝
侯
は
、
宮
廷
侍
医
団
に
人
材
を
求
め
、
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ

ル
ク
公
国
の
領
域
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ン
・
デ
ル
・

オ
ー
デ
ル
大
学
の
振
興
を
は
か
る
な
ど
、
公
国
の
文
化
興
隆
に
努

め
た
。
侍
医
団
の
中
に
、
ア
ジ
ア
・
日
本
と
関
係
の
深
い
メ
ン
ッ

エ
ル
（
○
罫
眞
田
ロ
旨
①
己
蔚
の
一
）
が
い
る
。

大
選
帝
侯
は
一
六
八
八
年
に
死
去
し
た
が
、
そ
の
後
ホ
ー
エ
ン

ッ
ォ
レ
ル
ン
家
の
君
主
た
ち
に
よ
っ
て
政
策
が
継
承
さ
れ
、
一
八

世
紀
に
な
っ
て
医
事
勅
令
は
二
度
改
正
さ
れ
た
。

一
七
○
一
年
に
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
公
国
と
プ
ロ
イ
セ
ン
公
国

が
合
併
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
が
生
ま
れ
、
そ
の
完
備
し
た
行
政

制
度
は
王
国
興
隆
の
基
礎
と
な
っ
た
。
大
選
帝
侯
の
ち
ょ
う
ど
百

産
婦
に
対
す
る
規
則
か
ら
な
り
、
医
師
に
対
す
る
規
則
と
床
屋
医

者
に
対
す
る
規
則
に
は
標
準
料
金
表
が
付
属
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ン

デ
ン
ブ
ル
ク
医
事
勅
令
（
正
確
に
は
、
プ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
侯
領

医
事
勅
令
）
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
適
用
範
囲
は
プ
ラ
ン
デ
ン

ブ
ル
ク
公
国
だ
け
で
な
く
、
同
君
連
合
の
地
位
に
あ
っ
た
プ
ロ
イ

セ
ン
公
国
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た

新
領
地
な
ど
、
大
選
帝
侯
の
支
配
領
域
全
体
が
対
象
と
な
っ
て
い

プ

Q
O

年
後
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
が
即
位
し
て
い
る
。
後
に
ベ
ル
リ
ン

が
世
界
最
高
の
医
学
都
市
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
大

選
帝
侯
の
貢
献
が
関
与
し
て
い
よ
う
。

（
老
人
保
健
施
設
陽
翠
の
里
）


